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公益財団法人 ZEN CLUB 

2025 年度 教育研究助成 募集要項 

 
【趣旨】 

グローバル人材(※)の育成及び国際交流の促進を目的とした国際協働プログラム等の活動を⾏う
教育・研究機関に対して助成⾦を給付することで、国際教育を促進し、学生や研究者等が国際社
会で活躍できる能⼒を養い、日本のより一層の発展に寄与しようとするものです。 

(※)グローバル人材・・・以下の(1)〜(3)の能⼒を備えた人材（⽂部科学省による定義） 
(1)豊かな語学⼒・コミュニケーション能⼒ 
(2)主体性・積極性 
(3)異⽂化理解の精神 

 
1. 申請資格・助成対象 

以下の条件をすべて満たす者 
（1）日本全国の教育・研究機関 
（2）グローバル人材の育成及び国際交流の促進を目的とした国際協働プログラム等の活動を⾏

う高等学校、大学及び大学内の研究室・研究所、大学院等の教育・研究機関 
 

●助成対象の活動について 
海外の学生等との交流等（国際交流）を通じて、コミュニケーション能⼒・積極性・異⽂化理
解による豊かな人間性等（グローバル人材としての能⼒）を養うための活動が対象。 
例）特定のテーマについて、海外の学生との協働活動（研修や遠隔交流、国際学会への参加

等）を実施し、参加者のグローバル人材としての能⼒を養う活動 
 
2. 助成⾦概要 

募集件数 5 件 
助成⾦額 100 万円 
助成期間 一年間 

給付方法 
原則として学校・研究機関等の名義の日本国内の指定銀⾏⼝座に
振込とします。 
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3. スケジュール 
5 ⽉〜6 ⽉ 募集期間 
7 ⽉ 選考期間 
8 ⽉ 助成対象の教育・研究機関決定 
9 ⽉以降 助成⾦給付 

 
 
4. 助成団体の選考・決定 

事務局による選考の後、選考委員による選考を⾏い、理事会で審議の上、助成対象の教育・研
究機関を決定します。 
※選考の合否に関するお問い合わせには一切お答えできません。 
 
 

5. 申請⼿順 
 

 
 
 

①申請フォームの内容確認 
申請フォームでは主に以下の内容を⼊⼒していただきます。 

・教育・研究機関の基本情報（名称・住所等） 
・申請担当者の基本情報（⽒名・所属等） 
・活動計画（申請の活動の名称・目的・期間・内容・効果） 
・他の助成⾦等の有無 
・活動内容を補⾜する情報 

 

①
• 申請フォームの内容確認

②
• 提出書類データの準備

③
• 受付期間中に申請フォームより申請
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②提出書類データの準備 
申請フォーム⼊⼒前に、次の提出書類をエクセル・PDF 等のデータで準備してください。 
ファイル名は「書類名 学校名（団体名）」とし、ファイルサイズは 10MB 以内にしてください。 
提出書類に不備・不明な点があった場合や虚偽があった場合は、審査対象外になる可能性がござ
います。 
※書類のデータ化やデータの変換等に関するお問い合わせには対応できませんので、ご自身でご対
応ください。 
 

●提出書類一覧 
支出計画 当財団ホームページ「助成⾦」のページより様式をダウンロードし、

⼊⼒してください。 
エクセルデータのまま提出してください。（PDF 等不可） 

補足書類 
※必要な場合に提出 

活動や申請の内容等を補⾜するための資料がある場合は提出し
てください。 
ファイル形式︓指定なし 

 
 
③受付期間中に申請フォームより申請 

提出書類の準備等が完了しましたら、以下の申請フォームよりご申請ください。 
申請フォーム ︓ https://forms.gle/XMmFjkEZuPKHuQ339 
受付期間中の申請のみ受付します。 
受付期間中、申請後に内容の修正をする場合は、申請フォームより再度申請してください。 

 
 
6.お問い合わせについて 

申請に関するお問い合わせは、当財団ホームページ「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせくださ
い。 
お問い合わせ前には「よくある質問」のページをご確認ください。 

 
 
【留意事項】 
1. 活動報告・会計報告 

助成対象の教育・研究機関決定から一年間を助成期間とし、助成期間終了後（助成期間内に
助成対象の活動が終了する場合は活動の終了後）から一か⽉以内に「教育・研究助成⾦ 活
動報告書・会計報告書」を提出しなければなりません。 
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2. 助成⾦の停止又は終了 
以下に該当するときは、助成⾦を停止又は終了します。 
(1)提出書類に虚偽があった場合 
(2)助成⾦が申請内容以外の目的に使用された場合 
(3)助成期間中に助成対象の活動が不能となった場合 
(4)その他助成対象の教育・研究機関として適当でない事実が認められたとき 

 
3. 助成⾦の返還請求 

2 の(1)〜(4)のいずれかに該当し、かつ故意による重大な違約が認められる場合は、給付した助
成⾦の返還を求めることがあります。 

 
4. 個人情報の取り扱いについて 

取得した個人情報は、以下の利用目的の範囲内で利用します。なお、利用目的に照らし合わせ
て不要となった個人情報は、一定期間保管した後、破棄します。 
（利用目的） 

(1)助成対象の教育・研究機関の選考 
(2)助成⾦給付に関する諸手続 
(3)官公庁等への報告 
(4)国際協働に関する調査 
(5)その他この法人の事業を遂⾏するために必要な事項 
詳しくは個人情報保護方針のページをご確認ください。 

 


